
指標 

（厚労省共通指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 インフルエンザワクチンを予防接種した職員数 

※卵アレルギーや接種に伴う重篤な副作用の既往

等医学的根拠のある理由で接種不可能な職員を除

く 

分母 職員数

収集

期間
年1回  

調整

方法

厚20 職員の予防接種 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 

・医療機関を受診する患者は、免疫力が低下していることが多く、病院職員からの感染を防止する必要がある。
接種率が高い場合には、院内感染防止対策に積極的に取り組んでいると評価できる。 

最小値 75.19 25％値 87.33 中央値 91.46 75％値 95.29 最大値 98.49  

回答病院 34施設 

最小値が25％あがり最大値が100％から低下し、バラつきが縮小しているように見えますが、回答病院が前年

の51から34に減り、前年50％未満だった2施設と100％だった2施設からの回答がありませんでした。90％以上の

施設は前年同様3分の1にあたる21施設です。前年90％未満だった12施設のうち、3施設は1.2～5.7％低下してい

ますが、9施設は改善し、特に70％台だった2施設は大きく改善して90％を超えました。前年ワクチン供給不足

のため職員への接種を制限した施設もあることから、その影響も考えられます。 

日本環境感染学会のガイドラインでは、インフルエンザワクチンは、予防接種実施規則6条による接種不適当

者に該当しない全医療関係者の接種希望者（妊娠または妊娠している可能性の高い女性、65歳以上の高齢者を

含む）を対象として毎年1回接種することを推奨しています。自己防衛と院内感染防止の観点、発症時の欠勤に

よる業務上のリスクを防止する観点からの職員教育とともに、接種方法の簡便さ、接種費用の負担の在り方に

よっても、接種率は変わってくると考えられます。 

一方で、ワクチンで完全に発症を防げるわけではありません。人ごみを避ける、適時のうがい、手洗い、マ

スク着用と、十分な睡眠、栄養など体調管理に心掛けることはいうまでもありません。 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

2019年間数値報告 

考察・分析 
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